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一
、
は
じ
め
に

　

光
源
氏
は
故
常
陸
の
宮
の
姫
君
末
摘
花
と
、「
末
摘
花
」
巻
で
出
逢
い
、

「
蓬
生
」
巻
で
再
会
す
る
。
姫
君
は
、
二
条
東
院
に
引
き
取
ら
れ
、
後
日

談
も
語
ら
れ
る
が
、
主
要
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
こ
の
二
帖
で
あ

る
。
前
者
で
は
、
姫
君
の
醜
貌
が
焦
点
に
な
り
、
後
者
で
は
、
古
風
な
生

き
方
と
困
窮
か
ら
の
救
済
が
描
か
れ
る
。

　

容
姿
と
生
き
方
が
、
末
摘
花
の
人
物
造
型
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
研
究

史
も
、
そ
の
二
点
を
中
心
に
拓
か
れ
た
。
外
見
に
注
目
す
る
論
考
は
、
笑

常
陸
の
宮
の
晩
年
の
姫
君

─
末
摘
花
の
人
物
設
定
と
物
語
表
現
─

塚
原
明
弘

劇
性
や
神
話
性
に
照
明
を
あ
て（
１
）、

生
き
方
を
取
り
上
げ
る
論
考
は
、
姫
君

の
精
神
性
や
宿
世
を
分
析
対
象
に
（
２
）

し
た
。さ
ら
に
、両
者
を
前
提
と
し
て
、

変
貌
や
一
貫
性
が
析
出
さ
（
３
）

れ
た
。

　

そ
の
中
に
、
常
陸
の
宮
の
晩
年
の
姫
君
と
い
う
人
物
設
定
に
着
目

す

（
４
）

る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
内
在
す
る
矛
盾
ま
で
は
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
設
定
に
、
末
摘
花
と
い
う
人
物
造
型
の
妙
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

光
源
氏
の
感
慨
（
末
摘
花
⑴
二
九
五
〜
六（
５
）頁）

や
、
姫
君
の
夢
（
蓬
生

⑵
三
四
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
常
陸
の
宮
は
、
現
世
に
思
い
を
残
し
て
亡
く

な
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ど
ん
な
思
い
か
。
姫
君
は
な
ぜ
沈
淪
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し
た
の
か
。
常
陸
の
宮
の
晩
年
の
姫
君
と
い
う
人
物
設
定
に
暗
示
さ
れ
た

背
景
を
明
ら
か
に
し
、
物
語
表
現
と
の
連
環
を
探
り
た
い
。

二
、「
御
兄
弟
の
禅
師
の
君
」
の
表
現
性

　
「
蓬
生
」
巻
。
光
源
氏
不
在
の
京
。
末
摘
花
の
日
常
が
語
ら
れ
る
。

　
（
末
摘
花
は
）
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
ゆ
る
人
は

な
き
御
身
な
り
。
た
だ
御
兄せ
う
と弟

の
禅ぜ

ん

師じ

の
君
ば
か
り
ぞ
、
ま
れ
に
も

京
に
出
で
た
ま
ふ
時
は
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
ど
、
そ
れ
も
世
に
な
き

古
め
き
人
に
て
、
同
じ
き
法ほ
ふ

師し

と
い
ふ
中
に
も
、
た
づ
き
な
く
こ
の

世
を
離
れ
た
る
聖ひ
じ
りに

も
の
し
た
ま
ひ
て
、
し
げ
き
草
蓬よ
も
ぎを

だ
に
か
き

払
は
む
も
の
と
も
思
ひ
よ
り
た
ま
は
ず
。

（
蓬
生
⑵
三
二
九
頁
）

　

出
家
し
た
兄
の
存
在
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
禅
師
の
君
は
、
上
京

時
に
立
ち
寄
る
。
末
摘
花
に
と
っ
て
、
唯
一
の
来
訪
者
で
あ
る
。
古
風
で

浮
世
離
れ
し
て
い
る
。
要
領
が
い
い
と
は
い
え
な
い
。
姫
君
の
性
格
設
定

に
通
じ
る
。
後
段
で
は
、
源
氏
主
催
の
「
故
院
の
御
料
の
御
八
講
」
に
奉

仕
し
、
源
氏
の
現
況
を
伝
え
る
人
物
で
あ
る
（
同
三
三
七
頁
）。

　

出
家
の
事
情
が
不
審
で
あ
る
。親
王
家
の
後
継
者
は
、ほ
か
に
い
な
い
。

臣
籍
に
降
っ
て
も
、
従
四
位
下
で
元
服
で
（
６
）

き
る
。
姫
君
に
と
っ
て
は
、
唯

一
の
後
見
候
補
で

（
７
）

あ
る
。
仏
道
に
帰
依
し
た
に
せ
よ
、
出
家
に
は
障
害
が

あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
妹
を
捨
て
、
家
を
棄
て
、
洛
外
に
隠

棲
し
た
の
か
。
で
き
た
の
か
。
何
が
背
中
を
押
し
た
の
か
。
物
語
は
語
ら

な
い
。
故
常
陸
の
宮
の
嫡
子
が
出
家
し
、「
禅
師
の
君
」
と
呼
ば
（
８
）

れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
の
男
性
貴
族
の
出
家
に
は
、三
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
一
は
、子
弟
が
多
く
、後
継
者
と
し
て
期
待
さ
れ
な
い
ば
あ
い
で
あ
る
。

若
く
し
て
出
家
し
た
。
第
二
は
、
老
齢
か
病
弱
で
、
余
命
を
意
識
す
る
ば

あ
い
で
あ
る
。
死
後
の
救
済
を
求
め
て
出
家
し
た
。「
臨
終
出
家
」
と
呼

ば
（
９
）

れ
る
。
第
三
は
、
現
世
に
絶
望
し
た
ば
あ
い
で
あ
る
。
来
世
に
希
望
を

求
め
て
出
家
し
）
（1
（た

。

　
「
禅
師
の
君
」
に
つ
い
て
は
、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
第
三
巻
、

角
川
書
店
、
一
九
六
五
）
以
来
、「
内
供
奉
十
禅
師
」
の
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
玉
上
氏
は
「
法
師
の
尊
称
。
も
っ
と
も
内な
い
ぐ
ぶ

供
奉
（
宮
中
の

道
場
に
供
奉
す
る
僧
）
と
い
う
職
が
あ
り
、
そ
れ
に
十
禅
師
が
当
て
ら
れ

た
か
ら
、こ
こ
も
、そ
の
一
人
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」（
三
七
六
頁
注
三
）

と
し
た
。
内
供
奉
十
禅
師
は
、
僧
綱
（
僧
正
・
僧
都
・
律
師
）
に
つ
ぐ
官

僧
で
あ
る
。
古
記
録
で
も
仮
名
文
学
で
も
、「
内
供
」「
内
供
奉
」
と
記
す

の
が
通
例
で

）
（（
（ある
。
洛
外
に
隠
棲
す
る
「
禅
師
の
君
」
は
、
法
師
の
尊
称

と
い
う
語
釈
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
初
音
」
巻
で
「
醍
醐
の
阿
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闍
梨
の
君
」（
初
音
⑶
一
五
四
頁
）
と
呼
ば

）
（1
（

れ
る
に
い
た
る
が
、
光
源
氏

の
支
援
を
得
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

禅
師
の
君
が
内
供
奉
十
禅
師
で
あ
れ
ば
、第
一
の
原
因
も
あ
り
え
よ
う
。

若
く
壮
健
で
、
常
陸
の
宮
家
を
継
承
す
る
嫡
子
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二

の
可
能
性
も
な
い
。
可
能
性
が
高
い
の
は
第
三
、
現
世
に
対
す
る
絶
望
で

あ
る
。
禅
師
の
君
は
、
世
俗
的
な
希
望
を
失
っ
た
結
果
、
家
も
妹
も
顧
み

ず
に
出
家
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
が

彼
を
絶
望
さ
せ
た
の
か
。

　

常
陸
の
宮
の
晩
年
の
姫
君
と
い
う
設
定
が
、
次
の
手
が
か
り
に
な
る
。

三
、「
故
常
陸
の
親
王
の
末
に
ま
う
け
て
」

　

末
摘
花
の
情
報
は
、
乳
母
子
大
輔
命
婦
が
光
源
氏
に
も
た
ら
す
。

故
常ひ
た
ち陸

の
親み

王こ

の
末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た

ま
ひ
し
御
む
す
め
、
心
細
く
て
残
り
ゐ
た
る
を
、
も
の
の
つ
い
で
に

語
り
き
こ
え
け
れ
ば
、「
あ
は
れ
の
こ
と
や
」
と
て
、
御
心
と
ど
め

て
問
ひ
聞
き
た
ま
ふ
。 

（
末
摘
花
⑴
二
六
六
〜
七
頁
）

父
宮
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
こ
の
く
だ
り
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
、
末

摘
花
は「
常
陸
の
宮
の
君
」（
蓬
生
⑵
三
二
六
頁
）と
呼
ば
れ
、邸
宅
は「
常

陸
の
宮
」（
末
摘
花
⑴
二
七
七
頁
、
蓬
生
⑵
三
四
四
頁
）
と
さ
れ
る
。
常

陸
の
宮
以
外
の
履
歴
は
見
え
な
い
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
常
陸

の
宮
を
極
位
極
官
か
つ
最
終
官
位
と
し
、
あ
る
程
度
長
命
で
、
晩
年
に
い

た
っ
て
姫
宮
を
儲
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
特
異
な

設
定
と
い
え
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

常
陸
の
宮
は
、
三
国
太
守
の
一
人
で
あ
る
。
上
総
・
上
野
・
常
陸
の
三

国
の
国
守
は
親
王
が
任
命
さ
れ
、「
太
守
」
と
称
さ
れ
た
。
赴
任
せ
ず
、

実
務
は
介
が
司
っ
た
。
天
長
三
年
（
八
二
六
）
に
設
置
さ
れ
て
以
降
、
常

置
と
な
っ
た
。
令
外
官
で
あ
る
。
安
田
政
彦
氏
は
「
親
王
の
任
官
対
策
」

と
評
価
し
、「
貞
観
期
（
八
六
〇
・
七
〇
年
代
）
頃
を
境
と
し
て
変
質
し
、

親
王
の
八
省
卿
進
出
の
恒
常
化
と
と
も
に
参
議
兼
国
同
様
に
、
京
官
兼
任

が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
」
と
指
摘
す
）
（1
（る

。
だ
が
、
末
摘
花
の
父
宮
に
、
京

官
兼
任
の
形
跡
は
な
い
。

　

親
王
の
補
任
先
に
は
、
ほ
か
に
、
式
部
卿
、
兵
部
卿
、
中
務
卿
（
八
省

卿
）、
弾
正
尹
、
大
宰
帥
が
あ
っ
た
。
問
題
は
、
格
差
で
あ
る
。
律
令
の

規
定
に
よ
れ
ば
、
中
務
卿
の
相
当
官
位
は
正
四
位
上
、
そ
の
他
の
卿
は
正

四
位
下
、
弾
正
尹
と
大
宰
帥
は
従
三
位
、
三
国
（
常
陸
・
上
総
・
上
野
）

の
国
守
は
、
従
五
位
上
で
あ
る
。
安
田
氏
に
よ
れ
ば
、「
式
部
卿
」
は
、「
生

母
の
血
統
や
品
位
の
う
え
で
優
越
す
る
長
老
的
親
王
が
任
じ
ら
れ
、
歴
代

に
わ
た
る
親
王
群
に
お
け
る
筆
頭
親
王
と
で
も
い
う
べ
き『
第
一
の
親
王
』

が
任
官
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
終
身
官
的
で
あ
り
、
親
王
中
に
重
き
を
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な
し
た
」。
三
国
太
守
は
「
四
品
親
王
の
任
ず
べ
き
官
と
し
て
定
着
し
、

京
官
よ
り
も
低
く
み

）
（1
（

ら
れ
」、
任
官
例
は
減
少
す
る
。
親
王
の
補
任
先
と

し
て
、
低
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
格
差
は
、
物
語
の
描
写
に
も
反
映
し
て
い
る
。

　

そ
の
日
、
親
王
た
ち
、
大
人
に
お
は
す
る
は
、
み
な
さ
ぶ
ら
ひ
た

ま
ふ
。
后
腹
の
は
、
い
づ
れ
と
も
な
く
気
高
く
き
よ
げ
に
お
は
し
ま

す
中
に
も
、
こ
の
兵
部
卿
宮
は
、
げ
に
い
と
す
ぐ
れ
て
こ
よ
な
う
見

え
た
ま
ふ
。
四
の
皇み

こ子
、
常
陸
の
宮
と
聞
こ
ゆ
る
更か
う

衣い

腹ば
ら

の
は
、
思

ひ
な
し
に
や
、
け
は
ひ
こ
よ
な
う
劣
り
た
ま
へ
り
。

（
匂
兵
部
卿
⑸
三
三
頁
）

匂
の
宮
（
兵
部
卿
宮
）
の
卓
抜
を
際
立
た
せ
る
存
在
と
し
て
、
常
陸
の
宮

が
選
ば
れ
て
い
る
。
両
者
の
優
劣
に
、
身
分
格
差
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
嵯
峨
の
院
で
詠
ま
れ
た
歌
の
紹
介
順
（
国
譲

下
⑶
三
九
三
〜
五
頁
）に
親
王
間
格
差
が
看
取
さ

）
（1
（

れ
て
い
る
。「
嵯
峨
の
院
」

「
内う

ち裏
」「
朱
雀
院
」
の
次
に
、「
式
部
卿
の
宮
」「
中
務
の
宮
」「
兵
部
卿

の
親み

こ王
」「
弾だ
ん

正じ
や
うの

宮
」「
帥
の
親み

こ王
」「
五
の
宮
」「
常
陸
の
太
守
の

親み

こ王
」
の
順
で
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
故
常
陸
の
親
王
」
と
い
う
呼
称
に
は
、
皇
族
と
し
て
、
幸
運
と
は
い

え
な
い
経い
き

緯さ
つ

が
推
定
さ
れ
る
。親
王
宣
旨
を
受
け
、常
陸
太
守
に
任
官
し
、

昇
官
し
な
い
ま
ま
薨
去
し
た
こ
と
に
な
る
。
夭
逝
し
て
い
れ
ば
、
ま
だ
平

仄
が
合
う
。
成
人
し
、
常
陸
太
守
に
補
任
さ
れ
、
ほ
ど
な
く
亡
く
な
っ
た

の
で
あ
れ
ば
、「
故
常
陸
の
親
王
」
と
呼
ば
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
末
摘

花
は
「
末
」
に
儲
け
た
娘
で
あ
る
。
短
命
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
陸
太
守
が
極
官
だ
っ
た
。

　

高
橋
和
夫
氏
の
指
摘
が
想
起
さ
れ
る
。
高
橋
氏
は
、
桓
武
朝
か
ら
花
山

朝
ま
で（
七
八
一
〜
九
八
六
）、親
王
八
十
三
人
の
最
終
官
位
を
調
べ
、「
最

終
官
位
が
常
陸
太
守
で
あ
っ
た
親
王
は
、
一
人
も
い
な
い
。
つ
ま
り
、
死

後
に
、
常
陸
宮
と
呼
ば
れ
、
伝
え
ら
れ
た
人
は
、
少
な
く
と
も
記
録
に
見

ら
れ
る
限
り
、
一
人
も
い

）
（1
（
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
常
陸
太
守
に
補
任
さ
れ

た
者
は
、
亡
く
な
る
ま
で
に
、
京
官
を
兼
任
す
る
か
、
転
任
す
る
か
し
た

の
で
あ
る
。

　

晩
年
に
姫
宮
を
儲
け
「
故
常
陸
の
親
王
」
と
呼
ば
れ
る
。
矛
盾
し
た
人

物
設
定
で
あ
り
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
、
架
空
の
設
定
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
が
あ
り
え
た
と
す
れ
ば
、ど
う
い
う
ば
あ
い
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

四
、
昭
平
親
王
の
姫
君

　

常
陸
太
守
に
補
任
さ
れ
た
親
王
の
履
歴
を
、
物
語
の
設
定
を
念
頭
に
検

討
し
な
お
そ
う
。
十
七
人
の
親
王
が
対
象
に
な
る
。
賀
陽
、
葛
原
、
葛
井
、
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忠
良
、
時
康
、
仲
野
、
人
康
、
惟
喬
、
惟
彦
、
惟
恒
、
貞
固
、
貞
数
、
是

貞
、
貞
真
、
代
明
、
有
明
、
昭
平
で

）
（1
（ある

。
す
べ
て
『
源
氏
物
語
』
成
立

以
前
の
補
任
で
あ
る
。『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
）

を
頼
り
に
、
手
が
か
り
に
な
る
親
王
を
探
す
。

　

ひ
と
り
浮
上
す
る
の
が
、
昭
平
親
王
（
九
五
四
〜
一
〇
一
三
）
で
あ
る
。

村
上
天
皇
第
九
皇
子
。
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
に
臣
籍
に
下
り
、
源
氏
を

賜
姓
さ
れ
、
右
兵
衛
督
（
従
四
位
下
）
を
務
め
る
。
安
和
の
変
（
九
六
九
）

を
経
て
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
二
十
四
歳
の
と
き
、
醍
醐
天
皇
皇
子
源

兼
明
（
九
一
四
〜
八
七
）
と
と
も
に
親
王
に
も
ど
さ
れ
、
四
品
に
叙
さ
れ
、

常
陸
太
守
を
務
め
た
。『
国
司
補
任
』
第
二
〜
四
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
九
、九
〇
）
に
よ
れ
ば
、
昭
平
以
降
に
常
陸
太
守
補
任
の
記
録
は

な
い
。
物
語
成
立
時
、
直
近
の
常
陸
太
守
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

詔
以
二

左
大
臣
従
二
位
源
兼
明
朝
臣
。
正
四
位
下
行
右
兵
衛
督
同
昭

平
朝
臣
等
一

為
二

親
王
一

。
即
叙
品
。
兼
明
二
品
。
昭
平
四
品
。

（『
日
本
紀
略
』
貞

）
（1
（

元
二
年
四
月
二
十
一
日
条
）

同
時
に
親
王
宣
下
を
受
け
た
兼
明
は
、
中
務
卿
に
叙
さ
れ
る
。「
松
風
」

巻
に
「
昔
、
母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
聞
こ
え
け
る
」（
松
風
⑵

三
九
八
頁)

と
あ
っ
て
、
明
石
の
尼
君
の
祖
父
の
准
拠
と
目
さ

）
（1
（れる

。

　

源
兼
明
の
皇
籍
復
帰
の
事
情
が
、『
栄
花
物
語
』
に
見
え
る
。

　

か
か
る
ほ
ど
に
、
大お
ほ

殿と
の

（
兼
通
）
思
す
や
う
、
世
の
中
も
は
か
な

き
に
、
い
か
で
こ
の
右
大
臣
（
頼よ

り

忠た
だ

）
今
す
こ
し
な
し
上
げ
て
、
わ

が
代
り
の
職そ
く

を
も
譲
ら
ん
と
思
し
た
ち
て
、
た
だ
今
の
左

か
ね

大
臣
兼

明あ
き
らの
大お
と
ど臣
と
聞
ゆ
る
は
、延え
ん

喜ぎ

の
帝
の
御
十
六
の
宮
に
お
は
し
ま
す
、

そ
れ
御
心こ
こ

地ち

悩
ま
し
げ
な
り
と
聞
し
め
し
て
、
も
と
の
親み

王こ

に
な
し

た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
、
さ
て
左
大
臣
に
は
小を

野の
の

宮み
や

の
頼よ
り

忠た
だ

の
大

臣
を
な
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
つ
。
右
大
臣
に
は
雅ま
さ

信の
ぶ

の
大
納
言
な

り
た
ま
ひ
ぬ
。

 

（
巻
第
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
⑴
九
五
頁
）

　

兼
明
は
、
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
に
左
大
臣
に
昇
っ
て
い
た
。
関
白
藤

原
兼
通
は
、
余
命
を
覚
悟
し
、
実
弟
兼
家
を
牽
制
す
る
た
め
、
兼
明
を
は

ず
し
、
腹
心
の
藤
原
頼
忠
を
左
大
臣
に
据
え
た
と
い
う
。
政
争
に
巻
き
込

ま

）
11
（

れ
た
の
で
あ
る
。
激
烈
な
悲
憤
慷
慨
を
「
莵と
き
ゆ
う
の
ふ

裘
賦
」（『
本
朝
文
粋
』）

に
つ
づ
っ
て
い
る
。

　

昭
平
も
余
波
に
飲
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
皇
籍
復
帰
前
の
、
二
十
四
歳

で
右
兵
衛
督
と
い
う
官
職
は
、
兼
明
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
。
兼
明
が
右

近
権
中
将
（
従
四
位
下
）
に
昇
っ
た
の
は
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
臣
籍
に

あ
れ
ば
、
藤
原
氏
に
対
抗
し
、
左
大
臣
兼
明
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
っ
た

ろ
う
。
兼
明
同
様
、
忿
懣
や
る
方
な
い
人
事
で
あ
っ
た
。
世
を
は
か
な
み
、

永
観
二
年
（
九
八
四
）、
三
十
一
歳
で
出
家
し

）
1（
（

て
い
る
。
長
和
二
年

（
一
〇
一
四
）
薨
去
。
出
家
後
二
十
年
存
命
し
た
こ
と
に
な
る
。
臨
終
出
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家
と
は
い
え
な
い
。

　

紫
式
部
は
、常
陸
太
守
の
動
向
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

母
方
祖
父
藤
原
為
信
が
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
ま
で
常
陸
介
を
務
め
、

翌
永
延
元
年
（
九
八
七
）
正
月
十
日
に
出
家
し
て
い
る
（『
小
右
記
』

正

）
11
（

月
十
三
日
条
）。
昭
平
が
太
守
の
と
き
、
介
を
務
め
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。
紫
式
部
の
家
系
に
は
、
ほ
か
に
も
、
常
陸
介
や
大
掾
に
任
命
さ
れ

た
者
が
多
い）

11
（

。
式
部
は
、
昭
平
の
悲
運
を
凝
視
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

末
摘
花
の
、
常
陸
の
宮
の
晩
年
の
姫
君
と
い
う
設
定
は
、
父
宮
の
臣
籍

降
下
、
皇
籍
復
帰
と
い
う
紆
余
曲
折
を
想
定
し
た
と
き
、
あ
り
え
る
も
の

と
し
て
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
直
接
的
な
准
拠
や
モ
デ
ル
と
考
え
る
に
は
、
三
つ
の
瑕
疵
が

あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
昭
平
が
出
家
し
て
い
る
こ
と
。
物
語
の
常
陸
の
宮
に
、

出
家
の
感
触
は
な
い
。
ふ
た
つ
め
は
、
昭
平
が
寛
弘
年
間
（
一
〇
〇
四
〜

一
三
）
に
生
存
し
て
い
る
こ
と
。
物
語
成
立
時
に
「
故
宮
」
で
は
な
か
っ

た
。
三
つ
め
は
、「
匂
兵
部
卿
」
巻
に
別
の
「
常
陸
の
宮
」
が
登
場
し
て

い
る
こ
と
。
物
語
に
お
け
る
最
後
の
常
陸
の
宮
で
は
な
か
っ
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参
照
事
項
と
し
て
捨
て
が
た
い
の
は
、
昭
平
を
想

起
し
、
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
享
受
が
豊
か
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。『
栄
花
物
語
』が
伝
え
る
事
績
に
は
、そ
う
い
う
効
果
が
う
か
が
え
る
。

昭
平
に
は
、
藤
原
高
光
女
と
の
間
に
、
姫
宮
が
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

相
当
な
美
姫
だ
っ
た
。
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
記
事
で
あ
る
。

　

か
く
て
粟あ
は

田た

殿ど
の

（
道
兼
）
の
北
の
方
の
親
し
き
御
有
様
に
や
、
村む
ら

上か
み

の
先
帝
の
九
の
宮
（
昭
平
）、
入
道
し
て
石い
は

藏く
ら

に
ぞ
お
は
し
ま
す
、

ま
た
兵
部
卿
宮
と
聞
え
さ
す
る
、
御
同
じ
は
ら
か
ら
に
三
の
宮
と
聞

え
さ
せ
し
、
そ
れ
も
入
道
し
て
同
じ
所
に
お
は
し
ま
す
。（
中
略
）

九
の
宮
は
、
九く

条で
う

殿ど
の

の
御
子
入に
ふ

道だ
う

の
少
将
（
高
光
）
多た

武ふ
の

峯み
ね

の
君
と

聞
え
し
、
童わ
ら
は

名な

は
ま
ち
を
さ
と
聞
え
し
が
御
女
に
住
み
た
ま
へ
り

け
る
、
い
と
う
つ
く
し
き
姫ひ
め

宮み
や

出
で
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
を
、
い

と
見
捨
て
が
た
う
思
し
け
れ
ど
、
世
の
中
は
か
な
か
り
け
れ
ば
、
思

し
捨
て
て
け
る
な
り
け
り
。
こ
の
姫
君
（
昭
平
親
王
女
）、
い
み
じ

う
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
を
、
粟
田
殿
、
聞
し
め
し
て
、
こ
の
宮
を

迎
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
子
に
し
た
て
ま
つ
り
て
か
し
づ
き
き
こ
え
た

ま
ふ
ほ
ど
に
、
さ
る
べ
き
人
々
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
人
多
か
り

け
れ
ど
、
聞
き
入
れ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
、
故
三さ
む

条で
う

の
大お
ほ

殿と
の

（
頼
忠
廉

義
公
）
の
権
中
将
（
公
任
）
せ
ち
に
聞
え
た
ま
ふ
。
は
か
な
き
御
文ふ
み

が
き
も
人
よ
り
は
を
か
し
う
思お
ぼ

さ
れ
け
れ
ば
、
思
し
た
ち
て
取
り
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
二に

条で
う

殿ど
の

の
東
ひ
む
が
しの
対た
い

を
い
み
じ
う
し
つ
ら
ひ
て
、

恥は
ぢ

な
き
ほ
ど
の
女
房
十
人
、
童わ
ら
は女

二
人
、
下
し
も
づ
か
へ仕

二
人
し
て
、
あ
る
べ

き
ほ
ど
に
め
や
す
く
し
た
て
て
お
は
し
そ
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
姫
君
の

御
有あ
り

様さ
ま

い
み
じ
う
う
つ
く
し
け
れ
ば
、
い
と
か
ひ
あ
り
て
思
ひ
き
こ
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え
た
ま
へ
り
。
さ
て
し
ば
し
あ
り
き
た
ま
ひ
て
、
な
ほ
か
か
る
有
様

つ
つ
ま
し
と
て
、
四し

条で
う
の
み
や

宮
の
西
の
対
を
い
み
じ
う
し
つ
ら
ひ
て
、
迎

へ
き
こ
え
た
ま
ひ
つ
。
宮
（
遵
子
）
も
女に
よ
う

御ご

殿ど
の

（
諟
子
）
も
、
い

と
う
れ
し
き
御
仲
ら
ひ
に
思
し
て
、
御
対
面
な
ど
あ
り
。
い
と
あ
ら

ま
ほ
し
き
さ
ま
な
れ
ば
、
粟あ
は

田た

殿ど
の

い
と
思
す
さ
ま
に
聞
え
交か
は

し
た
ま

ふ
。 

（
巻
第
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
⑴
二
〇
五
〜
六
頁
）

　

姫
君
は
、
繰
り
返
し
「
い
と
う
つ
く
し
」「
い
み
じ
う
う
つ
く
し
」
と

称
讃
さ
れ
る
。
末
摘
花
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
昭
平
は
、
見
捨
て
が
た
く

思
い
な
が
ら
、
世
を
は
か
な
み
、
出
家
し
た
（
波
線
部
）。
彼
の
厭
世
は
、

物
語
の
常
陸
の
宮
や
禅
師
の
君
の
失
意
に
重
な
る
。

　

姫
君
の
美
質
が
、
運
命
を
切
り
拓
く
。
藤
原
道
兼
が
、
評
判
を
聞
い
て

養
女
に
し
た
。
道
兼
の
北
の
方
（
遠
量
女
）
と
姫
君
の
母
（
高
光
女
）
が

従
姉
妹
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
物
語
を
思
わ
せ
る
。
上
流
貴
族
の
耳
目

を
集
め
、
多
く
の
貴
公
子
が
求
婚
す
る
。
関
白
頼
忠
の
男
、
藤
原
公
任
が
、

切
実
さ
と
手
紙
の
卓
越
を
認
め
ら
れ
、
婿
に
迎
え
ら
れ
る
。
正
暦
元
年

（
九
九
〇
）十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た（『
小
右
記
』十
二
月
二
十
五
日
条
）。

姫
君
は
人
柄
も
よ
く
、
公
任
の
姉
妹
の
遵
子
（
皇
太
后
）
や
諟
子
（
花
山

帝
女
御
）
と
も
良
好
な
関
係
を
築
く
。
公
任
と
い
え
ば
、
三
船
の
才
で
有

名
だ
が
、四
納
言
に
数
え
ら
れ
る
能
吏
で
も
あ
っ
た
。理
想
的
な
婚
姻
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

差
異
が
重
要
で
あ
る
。
大
輔
命
婦
が
光
源
氏
に
、「
故
常
陸
の
親
王
の

末
に
ま
う
け
て
い
み
じ
う
か
な
し
う
か
し
づ
き
た
ま
ひ
し
御
む
す
め
、
心

細
く
て
残
り
ゐ
た
る
」
と
語
り
始
め
た
と
き
、
当
時
の
読
者
は
、
昭
平
の

姫
君
を
想
起
し
、
評
判
の
美
姫
を
思
い
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。
近
似
す

る
境
遇
の
姫
君
は
い
な
い
。
醜
貌
露
見
の
衝
撃
は
増
幅
さ
れ
る
。
そ
の
う

え
で
、
人
物
設
定
の
差
異
に
気
づ
く
。
驚
愕
し
た
で
あ
ろ
う
。
該
当
す
る

日
本
語
が
見
当
た
ら
な
い
。「
ミ
ス
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
」の
仕
組
み
で
あ
る
。

故
常
陸
の
宮
の
姫
君
と
い
う
設
定
が
、
劇
的
展
開
の
伏
線
と
し
て
方
法
化

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
高
度
な
達
成
で
あ
っ
た
。

五
、
光
君
の
二
条
院
と
末
摘
花
の
常
陸
の
宮
邸

　

同
一
の
設
定
が
、「
蓬
生
」
巻
で
は
、
女
主
人
公
の
窮
境
を
表
現
す
る
。

昭
平
に
近
い
運
命
が
常
陸
の
宮
一
族
を
襲
い
、
父
宮
は
失
意
の
う
ち
に
亡

く
な
り
、
兄
は
出
家
し
た
。
そ
の
悲
劇
は
、「
桐
壺
」
巻
以
前
に
想
定
さ

れ
る
、
桐
壺
更
衣
一
族
の
悲
）
11
（運

に
重
な
る
。

　

常
陸
の
宮
邸
の
描
写
が
注
目
さ
れ
る
。
姫
君
は
、
光
源
氏
の
再
訪
を
信

じ
、
父
の
遺
訓
を
守
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
女
房
や
下
人
は
、
漸
次
去
っ

て
行
く
。
命
綱
の
侍
従
ま
で
離
脱
し
、
困
窮
を
極
め
る
。

（
末
摘
花
は
）
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
ゆ
る
人
は
な
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き
御
身
な
り
。
た
だ
御
兄せ
う
と弟
の
禅ぜ
ん

師じ

の
君
ば
か
り
ぞ
、（
中
略
）
し

げ
き
①
草
蓬よ

も
ぎ

を
だ
に
か
き
払
は
む
も
の
と
も
思
ひ
よ
り
た
ま
は
ず
。

　

か
か
る
ま
ま
に
、
①
浅あ

さ

茅ぢ

は
庭
の
面お
も

も
見
え
ず
、
し
げ
き
②
蓬
は

軒
を
あ
ら
そ
ひ
て
生お

ひ
の
ぼ
る
。
①
葎む

ぐ
らは

西に
し

東ひ
む
が
しの
御み

門か
ど

を
閉と

ぢ
籠こ

め
た
る
ぞ
頼
も
し
け
れ
ど
、
崩
れ
が
ち
な
る
め
ぐ
り
の
垣か
き

を
馬む
ま

、
牛

な
ど
の
踏
み
な
ら
し
た
る
道
に
て
、
春
夏
に
な
れ
ば
、
放
ち
飼
ふ

総あ
げ
ま
き角

の
心
さ
へ
ぞ
め
ざ
ま
し
き
。 

（
蓬
生
⑵
三
二
九
頁
）

　
「
葎
」「
蓬
」「
浅
茅
」
の
繁
茂
が
邸
宅
の
荒
廃
を
表
し
て
い
る
。
葎
は

蔓
状
で
、
蓬
は
背
が
高
く
、
浅
茅
は
低
い
雑
草
で
あ
る
。
光
源
氏
の
家
来

が
刈
り
払
う
ま
で
、
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
。「
浅
茅
」
二
例
、「
蓬
」
八

例
、「
葎
」
二
例
。
他
巻
に
比
べ
、
突
出
し
て
多
い
。
荒
廃
の
極
限
で
あ
る
。

「
末
摘
花
」
巻
で
さ
え
、「
浅
茅
」
と
「
葎
」
が
各
一
例
で
あ
る
。

　

二
番
め
に
多
い
の
が
、「
桐
壺
」
巻
な
の
で
あ
る
。「
八
重
葎
」「
蓬
生
」

各
一
例
、「
浅
茅
生
」
二
例
。
そ
れ
ぞ
れ
「
葎
」「
蓬
」「
浅
茅
」
に
対
し
、

繁
茂
や
群
生
を
示
す
歌
語
で
あ
る
。
三
種
の
雑
草
が
揃
っ
て
表
現
さ
れ
る

巻
は
、
ほ

）
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（

か
に
な
い
。
す
べ
て
巻
の
中
盤
、
桐
壺
帝
が
靫
負
命
婦
を
派
遣

し
た
、
更
衣
の
里
邸
、
二
条
院
に
繁
茂
す
る
例
で
あ
る
。「
蓬
生
」
巻
の

常
陸
の
宮
邸
の
描
写
は
、「
桐
壺
」
巻
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

当
該
本
文
を
検
討
し
よ
う
。
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
三
歳
の
光
君
は
二
条

院
に
里
下
が
り
し
、
更
衣
の
母
君
（
故
大
納
言
の
北
の
方
）
と
喪
に
服
し

て
い
る
。
帝
は
、
野
分
を
機
に
、
勅
使
と
し
て
靫
負
命
婦
を
遣
わ
す
。

　

Ａ 　

命
婦
、
か
し
こ
に
ま
で
着
き
て
、
門か
ど

引
き
入
る
る
よ
り
け
は
ひ
あ

は
れ
な
り
。
や
も
め
住
み
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
の
御
か
し
づ
き
に
、

と
か
く
つ
く
ろ
ひ
立
て
て
、
め
や
す
き
ほ
ど
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ひ
つ

る
、闇
に
く
れ
て
臥
し
し
づ
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、草
も
高
く
な
り
、

野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
心
地
し
て
、
月
影
ば
か
り
ぞ
、
①
八や

重へ

葎む
ぐ
らに

も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
。

　

南
み
な
み
お
も
て

面
に
お
ろ
し
て
、
母
君
も
と
み
に
え
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。（
母

君
）「
今
ま
で
と
ま
り
は
べ
る
が
い
と
憂
き
を
、
か
か
る
御
使つ
か
ひ

の

①
蓬よ

も
ぎ
ふ生

の
露
分
け
入
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
い
と
恥
づ
か
し
う
な

ん
」
と
て
、
げ
に
え
た
ふ
ま
じ
く
泣
い
た
ま
ふ
。

 

（
桐
壺
⑴
二
七
頁
）

　

Ｂ
（
命 

婦
）
鈴
虫
の
声
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
も
長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る

涙
か
な

　
　

（
母 

君
）
い
と
ど
し
く
虫
の
音ね

し
げ
き
①
浅あ

さ

茅ぢ

生ふ

に
露
お
き
そ
ふ
る

雲
の
上う
へ

人び
と 

（
同
三
二
頁
）

　

Ｃ
（
帝  

）
雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
ん
②
浅あ

さ

茅ぢ

生ふ

の
宿

　
　

 
思
し
め
し
や
り
つ
つ
、
灯と
も
し
び火
を
挑か
か

げ
尽
く
し
て
起
き
お
は
し
ま
す
。

 

（
同
三
六
頁
）
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到
着
の
く
だ
り
が
Ａ
で
あ
る
。
草
は
高
く
繁
茂
し
、
葎
（
①
）
は
訪
問

者
を
妨
げ
る
よ
う
に
蔓
延
し
て
い
る
。
雑
草
の
描
写
は
、
後
見
役
不
在
の

反
映
で
あ
る
。
父
帝
は
、
頼
る
対
象
で
は
な
い
。
祖
母
（
更
衣
の
母
君
）

が
亡
く
な
れ
ば
、
生
き
残
る
す
べ
も
な
く
な
る
。
主
人
公
は
、
生
涯
最
大

の
窮
地
に
あ
っ
た
。
高
貴
な
人
物
、
保
護
者
の
死
、
荒
廃
し
た
邸
宅
、
生

存
の
危
機
、
そ
れ
は
「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
と
同
様
の
境
遇
で
あ
っ
た
。

命
婦
は
、
寝
殿
の
南
面
に
牛
車
を
つ
け
る
。
更
衣
の
母
君
は
、
荒
廃
に
恐

縮
す
る
。
勅
使
の
目
的
は
、
若
宮
参
内
の
勧
奨
で
あ
っ
た
（
同
二
八
頁
）。

こ
の
こ
と
が
、
の
ち
の
参
内
（
同
三
七
頁
）
に
つ
な
が
る
。
想
定
外
の
救

い
の
手
が
伸
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｂ
は
命
婦
と
母
君
の
贈
答
で
あ
る
。
Ｃ
は
、
報
告
を
受
け
た
帝
の
歌
で

あ
る
。「
浅
茅
生
」（
①
・
②
）
の
共
有
に
よ
っ
て
、
Ｂ
の
贈
答
に
遅
れ
て

唱
和
す
る
趣
が
読
み
取
れ
る
。「
浅
茅
生
」
は
二
条
院
を
指
す
が
、『
長
恨

歌
』
理
解
か
ら
、
楊
貴
妃
の
死
や
玄
宗
の
憂
愁
に
結
び
つ
き
、
桐
壺
更
衣

終
焉
の
地
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が

）
11
（ある
。と
す
れ
ば
、「
蓬
生
」

巻
の
「
浅
茅
」
に
は
、
常
陸
の
宮
終
焉
の
地
と
い
う
印
象
を
看
取
で
き
よ

う
。
常
陸
の
宮
の
姫
君
に
、「
桐
壺
」
巻
の
光
君
が
重
な
る
。「
蓬
生
」
巻

で
も
、「
野
分
」
が
荒
廃
に
輪
を
か
け
て
い
る
。

　

八
月
、
野の

分わ
き

荒
か
り
し
年
、
廊ら
う

ど
も
も
倒
れ
伏
し
、
下し
も

の
屋や

ど
も

の
は
か
な
き
板い
た

葺ぶ
き

な
り
し
な
ど
は
骨
の
み
わ
づ
か
に
残
り
て
、
立
ち

と
ま
る
下げ

衆す

だ
に
な
し
。
煙け
ぶ
り絶

え
て
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
こ
と
多

か
り
。 

（
蓬
生
⑵
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
）

巻
名
の
「
蓬
生
」
も
、
本
文
中
の
用
例
は
「
桐
壺
」
巻
に
遡
る
。
物
語
内

引
用
の
徴
証
が
、
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
両
者
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
共
通
項
は
、
出
家
し
た
兄
弟

の
存
在
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
に
も
、
出
家
し
た
兄
弟
が
い
た
。「
賢
木
」

巻
の
、
光
源
氏
の
雲
林
院
参
詣
に
登
場
す
る
「
律
師
」
で
あ
る
。

　

大
将
の
君
は
、（
中
略
）
秋
の
野
も
見
た
ま
ひ
が
て
ら
、
雲う

林り
ん

院ゐ
ん

に
詣ま
う

で
た
ま
へ
り
。
故こ

母は
は

御み

息や
す
ん

所ど
こ
ろの

御
兄せ
う
と弟

の
律り

師し

の
籠こ
も

り
た
ま

へ
る
坊
に
て
、
法ほ
ふ

文も
ん

な
ど
読
み
、
行
ひ
せ
む
と
思
し
て
、
二ふ
つ
か
み
か

三
日
お

は
す
る
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
多
か
り
。 

（
賢
木
⑵
一
一
六
頁
）

雲
林
院
の
僧
坊
に
籠
も
っ
て
い
る
。
故
大
納
言
家
唯
一
の
男
子
で
あ
る
。

律
師
は
、
僧
正
、
僧
都
に
次
ぐ
僧
官
。
こ
の
人
物
は
、
こ
こ
だ
け
に
登
場

す
る
。

　

故
大
納
言
は
、
繰
り
返
し
「
こ
の
人
（
桐
壺
更
衣
）
の
宮み
や

仕づ
か
へ

の
本
意
、

か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、
口
惜
し
う
思

ひ
く
づ
ほ
る
な
」
と
遺
言
し
て
い
た
（
桐
壺
⑴
三
〇
頁
）。
北
の
方
は
遵

守
し
た
が
、
更
衣
に
「
と
り
た
て
て
は
か
ば
か
し
き
後
見
」
は
な
か
っ
た

（
同
一
八
頁
）。
律
師
は
、
更
衣
の
後
見
も
、
一
族
の
再
興
も
顧
み
ず
に

出
家
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
禅
師
の
君
同
様
、
一
族
の
悲
運
が
想
定
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さ

）
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（れる
。
三
歳
の
光
君
は
、
一
族
の
瓦
解
も
含
め
て
、「
蓬
生
」
巻
の
末

摘
花
と
共
通
す
る
境
遇
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
蓬
生
」
巻
は
、
読
者
に
、「
桐
壺
」
巻
を
想
起
す
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
、

展
開
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
焦
点
は
、
救
い
主
で
あ
ろ
う
。「
桐
壺
」

巻
で
、
靫
負
命
婦
は
、
父
帝
が
若
宮
参
内
を
勧
奨
す
る
口
上
と
手
紙
を
携

え
て
い
た
。
三
歳
の
若
宮
に
と
っ
て
、
救
い
の
手
で
あ
っ
た
。
や
が
て
召

還
に
応
じ
、
内
裏
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

末
摘
花
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。

　

母
方
の
叔
母
が
訪
問
す
る
。叔
母
に
は
、亡
姉
に
対
す
る
逆
恨
み
が
あ
っ

て
、末
摘
花
を
娘
の
召
使
い
に
し
よ
う
と
企
む
が
、末
摘
花
は
拒
絶
す
る
。

夫
が
大
宰
大
弐
に
決
ま
る
と
同
行
に
誘
う
が
、
や
は
り
断
る
。
腹
心
の
侍

従
ま
で
取
り
込
ま
れ
る
。
冬
に
な
っ
て
、
叔
母
は
最
後
通
告
に
や
っ
て
来

る
。　

わ
づ
か
に
南

み
な
み

面お
も
ての

格か
う

子し

上
げ
た
る
間ま

に
寄
せ
た
れ
ば
、
い
と
ど
は

し
た
な
し
と
思
し
た
れ
ど
、
あ
さ
ま
し
う
煤す
す

け
た
る
几き
ち
や
う帳

さ
し
出
で

て
、
侍じ

従じ
ゆ
う

出
で
来
た
り
。 

（
蓬
生
⑵
三
三
八
頁
）

叔
母
は
、
寝
殿
の
南
面
に
牛
車
を
寄
せ
る
。
靫
負
命
婦
（
前
掲
Ａ
）
を
想

起
さ
せ
る
が
、
勅
使
で
は
な
い
。
僭
越
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
南
面
か
ら

の
訪
問
者
が
、「
蓬
生
」
巻
で
は
、
招
か
ざ
る
客
で
あ
っ
た
。
引
用
関
係

に
気
づ
い
て
い
た
読
者
は
、
こ
の
差
異
化
に
落
胆
す
る
こ
と
に
な
る
。
姫

君
は
拒
絶
し
、
侍
従
は
去
り
、
孤
立
は
深
ま
る
。
雪
は
蓬
葎
の
蔭
に
積
も

り
、
下
人
の
出
入
り
も
途
絶
え
る
（
同
三
四
三
頁
）。

　

姫
君
の
困
窮
が
極
限
に
達
し
た
四
月
、
雨
上
が
り
の
夕
暮
れ
、
遂
に
光

源
氏
が
立
ち
寄
る
。
引
用
関
係
を
認
め
る
読
者
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
惟

光
が
光
源
氏
を
邸
内
に
案
内
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

（
惟
光
は
）
御
さ
き
の
露
を
馬む
ま

の
鞭ぶ
ち

し
て
払
ひ
つ
つ
入
れ
た
て
ま
つ

る
。
雨あ
ま

そ
そ
き
も
、
な
ほ
秋
の
時し
ぐ
れ雨

め
き
て
う
ち
そ
そ
け
ば
、「
御

か
さ
さ
ぶ
ら
ふ
。
げ
に
木こ

の
下し

た
つ
ゆ露

は
、
雨
に
ま
さ
り
て
」
と
聞
こ
ゆ
。

御
指さ
し
ぬ
き貫
の
裾す
そ

は
い
た
う
そ
ぼ
ち
ぬ
め
り
。 

（
同
三
四
八
〜
九
頁
）

露
を
払
い
な
が
ら
「
お
傘
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
木
の
下
露
は
雨
以

上
で
し
て
」と
い
う
。そ
の
ま
ま
で
意
味
は
通
じ
る
が
、『
源
氏
釈
』以
来
、

引
歌
が
指
摘
さ

）
11
（

れ
て
い
る
。

み
さ
ぶ
ら
ひ
御み

傘か
さ

と
申
せ
宮み
や

城ぎ

野の

の
木こ

の
下し

た

露つ
ゆ

は
雨
に
ま
さ
れ
り

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
、
東
歌
、
一
〇
九
一
）

貴
人
の
供
人
に
「
み
さ
ぶ
ら
ひ
」
と
呼
び
か
け
、
露
へ
の
注
意
を
促
す
東

歌
で
あ
る
。
そ
れ
を
供
人
の
惟
光
が
引
く
点
で
、
気
が
き
い
て
い
る
。
重

複
（
傍
線
部
）
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
異
を
生
み
出
し
て
い
る
。

地
名
「
宮
城
野
」
を
隠
し
て
い
る
点
も
洒
脱
で
あ
る
。「
宮
城
野
」
は
、

仙
台
の
東
の
歌
枕
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
六
九
四
番
歌
に
も
登
場
し
、

萩
と
露
の
名
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
荒
廃
し
た
常
陸
の
宮
邸
を
喩
え
て
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い
る
。
惟
光
の
意
図
は
、「
こ
れ
で
は
ま
る
で
宮
城
野
で
す
ね
」
と
い
う

諧
謔
に
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
み
さ
ぶ
ら
ひ
」
歌
を
思
い
出
せ
な
け
れ
ば

理
解
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、「
桐
壺
」
巻
を
踏
ま
え
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
父
帝
が
靫
負
命
婦
に
託
し
た
手
紙
の
歌
を
想
起

す

）
11
（

る
こ
と
に
な
る
。

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音お
と

に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

（
桐
壺
⑴
二
九
頁
）

『
源
氏
物
語
』
に
「
宮
城
野
」
の
語
は
二
例
。
も
う
一
例
は
「
東
屋
」
巻

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
無
視
し
て
よ
い
。
さ
て
、
右
の
「
宮
城
野
」
は
、

宮
中
の
暗
喩
で
あ
っ
た
。
内
裏
を
渡
る
風
に
も
、「
小
萩
が
も
と
」
光
君

を
思
い
や
る
と
い
う
。
宮
中
と
常
陸
の
宮
邸
。
ふ
た
つ
の
「
宮
城
野
」
に

語
義
的
な
連
絡
は
な
い
。
が
、
添
え
ら
れ
た
手
紙
は
、
光
君
の
現
状
を
憂

慮
し
、「
今
は
、
な
ほ
、
昔
の
形
見
に
な
ず
ら
へ
て
も
の
し
た
ま
へ
」
と

参
内
を
促
す
、
救
い
の
手
で
あ
っ
た
。

　

惟
光
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
読
者
は
、「
み
さ
ぶ
ら
ひ
」

歌
を
経
由
し
て
、
桐
壺
帝
の
歌
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
惟
光
の
引

歌
に
よ
っ
て
、
救
い
主
と
し
て
の
、
桐
壺
帝
と
光
源
氏
が
重
な
る
。
末
摘

花
に
と
っ
て
光
源
氏
は
、
三
歳
の
光
君
に
と
っ
て
の
桐
壺
帝
で
あ
っ
た
。

光
源
氏
に
と
っ
て
、
末
摘
花
の
救
出
は
、
か
つ
て
の
自
分
を
救
出
す
る
こ

と
で
も
あ
っ
た
。

六
、
む
す
び

　

常
陸
の
宮
の
晩
年
に
生
ま
れ
た
姫
君
と
い
う
設
定
の
背
景
を
掘
り
下

げ
、
表
現
と
の
連
環
を
探
っ
て
き
た
。
稀
有
な
設
定
が
、
末
摘
花
物
語
の

展
開
に
昭
平
親
王
の
事
蹟
を
想
起
さ
せ
、「
末
摘
花
」
巻
で
は
劇
的
展
開

を
増
幅
さ
せ
、「
蓬
生
」
巻
で
は
一
族
の
悲
劇
的
背
景
を
暗
示
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

長
編
物
語
の
生
成
に
お
い
て
は
、
後
者
が
重
要
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
一

族
の
悲
運
と
重
な
る
。
常
陸
の
宮
邸
の
描
写
に
更
衣
の
里
邸
の
荒
廃
が
反

映
し
、「
蓬
生
」
巻
は
、
靫
負
命
婦
訪
問
を
下
敷
き
に
展
開
す
る
。
末
摘

花
は
、
三
歳
の
光
源
氏
に
あ
た
る
。
両
者
に
は
、
多
く
の
共
通
点
が
あ
っ

た
。
皇
族
出
身
、
一
族
の
不
運
、
故
人
の
無
念
、
後
見
の
不
在
、
後
見
候

補
の
出
家
、
邸
宅
の
荒
廃
、
困
窮
。

　

光
源
氏
は
、
父
帝
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、「
蓬
生
」
巻
で
は
末
摘
花
を
救

う
側
に
ま
わ
る
。
主
人
公
は
、
か
つ
て
の
自
分
を
救
い
出
し
た
こ
と
に
な

る
。

　

光
源
氏
に
と
っ
て
、
母
の
死
後
に
直
面
し
た
危
機
は
、
幼
か
っ
た
に
せ

よ
、
原
体
験
と
し
て
人
生
に
投
影
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
引
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用
論
的
関
係
か
ら
末
摘
花
物
語
を
考
察
対
象
に
し
た
が
、目
を
凝
ら
せ
ば
、

私
た
ち
は
た
び
た
び
、
主
人
公
が
零
落
し
た
女
君
、
沈
淪
し
か
ね
な
い
女

君
を
救
う
物
語
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
北
山
で
若
紫
を
か
い
ま
見
た
と

き
、
祖
母
尼
君
の
呟
き
か
ら
、
少
女
の
境
遇
を
知
っ
て
「
す
ず
ろ
に
悲
し
」

（
若
紫
⑴
二
〇
八
頁
）
と
思
う
。「
す
ず
ろ
」
と
は
あ
る
が
、
自
分
の
境

遇
と
の
類
似
に
気
づ
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
が
幼
少
期
に
陥
っ
た

窮
境
は
、物
語
の
長
編
的
展
開
に
と
っ
て
、か
け
が
え
の
な
い
起
点
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

注（１
） 

高
崎
正
秀
「
源
氏
物
語
の
成
立
─
─
末
摘
花
伝
承
を
中
心
に
─
─
」（
著
作
集
第

六
巻
『
源
氏
物
語
論
』
桜
楓
社
、
一
九
七
一
）、
林
田
孝
和
「
末
摘
花
物
語
の
「
笑

い
」
の
形
成
」（『
源
氏
物
語
の
発
想
』
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
）
な
ど
。

（
２
） 

三
角
洋
一
「
蓬
生
巻
の
短
編
的
手
法
㈠
・
㈡
」（『
源
氏
物
語
と
天
台
浄
土
教
』
若

草
書
房
、
一
九
九
六
）、
岩
原
真
代
「
末
摘
花
と
常
陸
宮
邸
の
住
環
境
─
─
宮
家

社
会
に
お
け
る
格
差
意
識
か
ら
─
─
」（『
源
氏
物
語
の
住
環
境
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
八
）
な
ど
。

（
３
） 

針
本
正
行
「「
蓬
生
」
巻
の
末
摘
花
」（『
平
安
女
流
文
学
の
表
現
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
一
）、田
中
隆
昭「
滑
稽
譚
か
ら
賢
女
伝
へ
─
─
末
摘
花
の
物
語
─
─
」（『
交

流
す
る
平
安
朝
文
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
）、
原
岡
文
子
「
末
摘
花
考
─
─

霊
性
・
呪
性
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
〇
五
・５ 

）、
津
島
昭
宏
「
を

こ
者
の
「
心
」
と
光
源
氏
─
─
末
摘
花
を
中
心
に
し
て
─
─
」（『
源
氏
物
語
に
お

け
る
周
縁
的
世
界
の
研
究
─
─
光
源
氏
と
周
辺
人
物
の
交
渉
─
─
』
國
學
院
大
學

大
学
院
、
二
〇
〇
六
）、
吉
田
幹
生
「
蓬
生
巻
の
末
摘
花
」（『
日
本
古
代
恋
愛
文

学
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
）
な
ど
。

（
４
） 

高
橋
和
夫
「
親
王
と
二
世
女
王
─
─
故
常
陸
宮
と
末
摘
花
─
─
」（
源
氏
物
語
の

鑑
賞
と
基
礎
知
識
⑬
『
末
摘
花
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）、
吉
海
直
人
「
末
摘
花

物
語
の
構
造
」（『
源
氏
物
語
の
新
考
察
─
─
人
物
と
表
現
の
虚
実
─
─
』
お
う
ふ

う
、
二
〇
〇
三
）。

（
５
） 『
古
今
和
歌
集
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』
の
本
文
・
頁
数
は
、「
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
６
） 

黒
板
伸
夫
「『
源
氏
物
語
』
と
官
位
制
度
」（『
平
安
王
朝
の
宮
廷
社
会
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
五
）
一
九
〇
頁
。

（
７
） 「
戸
令
」（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）
二
三
三
頁
。

（
８
） 「
禅
師
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
は
、
も
う
ひ
と
り
「
手
習
」
巻
に
登
場
す
る
（
三

例
）。
横
川
僧
都
の
弟
子
で
、
小
野
の
妹
尼
の
娘
婿
中
将
の
弟
で
あ
る
。

（
９
） 

三
橋
正
「
浄
土
信
仰
の
系
譜
」（『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
続
群
書
類
従

完
成
会
、
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

（
10
） 

小
原
仁
『
文
人
貴
族
の
系
譜
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
）
参
照
。

（
11
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）

一
三
五
頁
、
注
二
二
。『
枕
草
子
』
に
は
、「
内
供
」（
二
九
七
頁
）
と
あ
る
。

（
12
） 

こ
の
呼
称
か
ら
真
言
宗
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
供
奉
十
禅
師
は
円
珍

以
降
天
台
宗
の
僧
侶
に
限
ら
れ
た
と
し
て
、
本
文
に
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」
今
井
源
衛
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源

氏
物
語
』
第
三
巻
（
小
学
館
、
一
九
九
六
）
巻
末
付
録
、
四
八
一
頁
）。
し
か
し

実
情
は
、
僧
綱
兼
任
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
内
供
奉
十
禅
師
が
、
円
珍
の
少
僧
都
補

任
以
降
、
天
台
宗
に
限
っ
て
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
師
の
君
が
内
供
奉
十
禅
師

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
派
上
の
問
題
は
な
い
。『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書

店
、
一
九
九
四
）
の
「
内
供
奉
十
禅
師
」
項
（
小
山
田
和
夫
）、
本
郷
真
紹
「
内
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供
奉
十
禅
師
の
成
立
と
天
台
宗
」（「
仏
教
史
学
研
究
」
第
二
八
巻
第
一
号
、

一
九
八
五
）
一
三
〜
七
頁
、
佐
伯
有
清
『
円
珍
』（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
〇
）
四
三
頁
な
ど
。『
御
堂
関
白
記
』
で
は
尋
清
と
中
玄
が
、『
小
右
記
』

で
は
延
尋
・
覚
縁
・
元
真
・
朝
源
が
、
真
言
宗
所
属
の
内
供
奉
十
禅
師
と
し
て
確

認
で
き
る
。

（
13
） 

安
田
政
彦
「
親
王
・
内
親
王
」（『
王
朝
文
学
と
官
職
・
位
階
─
─
平
安
文
学
と
隣

接
諸
学
４
─
─
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
八
）
四
一
九
頁
。
三
国
太
守
任
官
に
つ
い
て

は
、
安
田
政
彦
「
親
王
任
国
別
の
展
開
─
─
太
守
補
任
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」（『
平

安
時
代
皇
親
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
参
照
。

（
14
） 

安
田
政
彦
氏
注
（
13
）
の
論
文
「
親
王
・
内
親
王
」
四
一
七
〜
九
頁
。

（
15
） 

岩
原
真
代
氏
注
（
２
）
の
論
文
、
四
六
〜
七
頁
。

（
16
） 

高
橋
和
夫
氏
注
（
４
）
の
論
文
、
一
八
七
頁
。

（
17
） 「
国
司
一
覧
」（『
日
本
史
総
覧
』
Ⅱ
（
古
代
二
・
中
世
一
、
新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
四
）
お
よ
び
『
国
司
補
任
』
第
二
〜
四
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
九
、九
〇
）
に
よ
る
。

（
18
） 『
日
本
紀
略
』
は
、「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。

（
19
） 『
紫
明
抄
』『
河
海
抄
』『
花
鳥
余
情
』
が
、
兼
明
親
王
の
准
拠
を
指
摘
し
て
い
る
。

浅
尾
広
良
「
中
務
宮
と
明
石
物
語
─
─
「
松
風
」
巻
の
表
現
構
造
─
─
」（『
源
氏

物
語
の
准
拠
と
系
譜
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
20
） 

大
曾
根
章
介
「
兼
明
親
王
の
生
涯
と
文
学
」（『
日
本
漢
文
学
論
集
』
第
２
巻
、
汲

古
書
院
、
一
九
九
八
）
二
〇
一
頁
。

（
21
） 

高
橋
和
夫
氏
注
（
４
）
の
論
文
は
、
出
家
の
た
め
常
陸
太
守
を
最
終
官
位
と
し
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
22
） 『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
は
「
大
日
本
古
記
録
」（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
23
） 

角
田
文
衞
「
紫
式
部
と
常
陸
国
」（『
紫
式
部
伝
─
─
そ
の
生
涯
と
『
源
氏
物
語
』

─
─
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。
太
守
と
介
の
交
流
を
示
す
史
料
は
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
。

（
24
） 

吉
海
直
人
氏
「
桐
壺
帝
即
位
前
史
」（『
源
氏
物
語
の
新
考
察
─
─
人
物
と
表
現
の

虚
実
─
─
』）
参
照
。

（
25
） 「
浅
茅
」「
蓬
」「
葎
」「
忍
（
草
）」
巻
ご
と
の
用
例
数

桐 壺
帚 木
夕 顔
若 紫
末 摘
葵

賢 木
須 磨
蓬 生
松 風
朝 顔
柏 木
横 笛
橋 姫
椎 本
総 角
宿 木
東 屋
浮 舟
手 習

浅
茅
⑵２

０
０
０
１
０

⑴３
０
２
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０

⑶９

蓬

⑴１
０
０

⑴１
０
０
０
０
８
１
１
１

⑴１
０
０
０
０
１
０
０

⑶15

葎

⑴１
１
０
０
１
０
０
１
２
１
０
０
１
０
１
０
０
１
１
１

⑴12

忍
草

０
０
１
０
０

⑴１
０

⑴１
１
０
０
０
０

⑴１
０

⑴１
１
０
０
０

⑷７

 

※
カ
ッ
コ
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
浅
茅
生
」「
蓬
生
」「
八
重
葎
」「
忍
」
の
例
。

 

※ 

源
氏
物
語
大
成
と
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
索
引
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
）
使
用
。

（
26
） 

上
野
英
二
「
平
安
朝
に
お
け
る
物
語
─
─
長
恨
歌
か
ら
源
氏
物
語
へ
─
─
」（『
源

氏
物
語
序
説
』
平
凡
社
選
書
、
一
九
九
五
）
二
八
頁
。

（
27
） 

根
本
智
治
「
光
源
氏
の
雲
林
院
籠
り
」（「
中
古
文
学
」
第
四
十
四
号
、

一
九
九
〇
）
二
四
頁
。
根
本
氏
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て
の
律
師
に
、
常
康
親
王
に

と
っ
て
の
紀
有
常
を
看
取
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
⑩
『
賢
木
』

（
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）
一
二
三
頁
「
律
師
」
項
（
縄
野
邦
雄
担
当
）。

（
28
） 『
源
氏
物
語
大
成
』
巻
七
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
）
三
〇
一
頁
。

（
29
） 
國
學
院
大
學
二
〇
一
八
年
度
日
本
文
学
演
習
Ⅰ
（
塚
原
担
当
）
に
お
け
る
植
竹
里

菜
氏
の
発
表
に
よ
る
。


